
(地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び鹿屋市契約規則第24条第2項の規定による。)

№ 業務委託等の名称 業務委託場所 契約金額 履行期間 契約締結日 契約の相手方 契約の相手方とした理由等 主管課

1
鹿屋市総合支所庁舎管理業務
委託

吾平、輝北、串
良の各総合支所
庁舎

2,898,612円
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

総務課

2 鹿屋市庁舎外清掃業務委託
鹿屋市本庁舎周
辺

5,446,000円
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

総務課

3
鹿屋市鉄道記念館管理業務委
託

鹿屋市鉄道記念
館

1,788,584円
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

総務課

4
鹿屋市印刷室文書印刷等業務
委託

鹿屋市役所　本
庁舎　印刷室

1,648,350円
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

総務課

5
廃校施設管理業務委託（鹿屋
地区）

旧鶴羽小外４施
設

261,456円
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

財政課
(財産活用推進室)

6
平成31年度鹿屋市不法投棄パ
トロール事業委託

鹿屋市内全域
（４地区毎）

3,431,712円
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

生活環境課

7
新川寿墓地トイレ清掃及び雑草
管理業務委託

鹿屋市新川町
新川寿墓地

295,704円
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

生活環境課

8
寿墓地トイレ清掃及び雑草管理
業務委託

鹿屋市札元２丁
目
寿墓地

322,920円
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

生活環境課

9
平成31年度犬猫等動物死骸収
集運搬業務委託

鹿屋市内全域
1件当たり5,650円

（単価契約）
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

生活環境課

10
高齢者自立支援生活支援事業
(訪問型サービスA事業)

鹿屋市内
委託料単価1,000

円初回加算額
2,000円

平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

高齢福祉課

11
鹿屋市保健相談センター
屋内外清掃等業務委託

鹿屋市保健相談
センター

2,215,828
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

健康増進課

12
鹿屋市産業支援センター除草
等業務委託

鹿屋市産業支援
センター

65,605円
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

産業振興課

平成31年度(令和元年度)シルバー人材センター等との随意契約による業務委託等の契約締結状況



№ 業務委託等の名称 業務委託場所 契約金額 履行期間 契約締結日 契約の相手方 契約の相手方とした理由等 主管課

13 戦跡地刈払清掃業務委託
川東掩体壕、地
下壕電信室、野
里国民学校跡

432,000円
平成31年４月22日～
   平成32年１月31日

平成31年4月15日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

ふるさとＰＲ課

14 玉泉寺公園外１公園管理委託
玉泉寺公園及び
吾平山稜公園周
辺

2,280,000円
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

都市政策課
(公園管理室)

15 三角公園管理委託 三角公園 815,000円
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

都市政策課
(公園管理室)

16 城山ハイランド公園管理委託
城山ハイランド
公園

400,000円
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

都市政策課
(公園管理室)

17 下堀多目的広場外管理委託

下堀多目的広
場、浜田休憩
所、永小原休憩
所

2,250,000円
平成31年４月１日～
   平成32年２月５日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

都市政策課
(公園管理室)

18 寿4丁目公園管理委託 寿４丁目公園 162,000円
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

都市政策課
(公園管理室)

19
野里運動広場駐車場
除草業務委託

野里運動広場
駐車場

631,000円
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

都市政策課
(公園管理室)

20
鹿屋市霧島ヶ丘公園刈払い業
務委託

霧島ヶ丘公園 2,822,736円
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

都市政策課
(霧島ヶ丘公園管理事
務所)

21
かのやばら園内トイレ清掃等業
務委託

霧島ヶ丘公園（ば
ら園）

568,159円
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

都市政策課
(霧島ヶ丘公園管理事
務所)

22 ばらの植栽地除草業務委託
市内ばら花壇（12
箇所）

2,856,782円
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

都市政策課
(霧島ヶ丘公園管理事
務所)

23
鹿屋市中央公民館等清掃等業
務委託

中央公民館外10館 7,192,629円
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

生涯学習課
(中央公民館)

24
串良公民館施設清掃業務委託
（串良公民館・細山田分館・上
小原分館）

串良公民館外２館 1,128,204円
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

生涯学習課
(中央公民館)

25
輝北コミュニティセンター休日・
夜間管理業務委託

輝北コミュニティセ
ンター

848円
(単価契約)

平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

生涯学習課
(中央公民館)
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26
旧高尾小及び平南校区グラウン
ド除草作業業務委託

旧高尾小・平南校
区公民館

464,932円
平成31年４月26日～
   平成32年３月31日

平成31年4月26日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

生涯学習課
(中央公民館)

27
串良公民館等敷地内除草業務
委託

串良公民館外２館 589,883円
平成31年4月5日～
   平成32年３月31日

平成31年4月5日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

生涯学習課
(中央公民館)

28
市有地内文化財等清掃業務委
託

吾平地区
輝北地区
串良地区

368,098円
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

生涯学習課
(文化財センター)

29
平成31年度鹿屋市輝北総合支
所庁舎等清掃業務委託

輝北総合支所庁
舎及び周辺

595,080円
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

輝北総合支所
住民サービス課

30
串良総合支所庁舎内外清掃業
務委託

串良総合支所 996,144円
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

串良総合支所
住民サービス課

31
鹿屋市串良ふれあいセンター
広場・緑地帯等管理業務委託

鹿屋市串良ふれ
あいセンター

1,173,391円
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

串良総合支所
住民サービス課

32
鹿屋市串良ふれあいセンター
休日・夜間管理業務委託

鹿屋市串良ふれ
あいセンター

1,788,180円
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

串良総合支所
住民サービス課

33
鹿屋市串良ふれあいセンター
宿泊管理業務委託

鹿屋市串良ふれ
あいセンター

6,405円
(単価契約)

平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

串良総合支所
住民サービス課

34
吾平総合支所庁舎外清掃等業
務委託

吾平総合支所庁
舎内外、敷地内及
び駐車場

1,777,776円
平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

吾平総合支所
住民サービス課

35
市内指定文化財清掃等業務委
託

鹿屋市内
指定文化財

403,391円
令和元年５月13日～
   令和元年10月31日

令和元年5月13日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

生涯学習課
(文化財センター)

36
令和元年度鹿屋市輝北総合支
所敷地内刈払い及び剪定業務
委託

輝北総合支所庁
舎敷地内

376,560円
令和元年６月１日～
   令和元年12月8日

令和元年5月24日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

輝北総合支所
住民サービス課

37
鹿屋看護専門学校除草処分業
務委託

鹿屋看護専門学
校敷地内

175,140円
令和元年７月１日～
   令和元年９月30日

令和元年７月１日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

学校教育課
(鹿屋看護専門学校)

38 湯遊ランドあいら除草等業務委託湯遊ランドあいら 176,040円
令和元年７月22日～
   令和元年７月31日

令和元年７月17日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

商工振興課
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39
住宅用火災警報器交換業務委
託

鹿屋市内一円
単価契約
1箇所当たり3,661円
(予定8,680,231円)

令和元年6月１0日～
　 令和２年３月31日

令和元年6月１0日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

建築住宅課

40
鹿屋市串良友愛の郷除草伐採
業務委託

串良友愛の郷敷
地内

124,850円
令和元年７月１日～
   令和２年３月31日

令和元年6月19日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

串良総合支所
住民サービス課

41 簡易貯留施設維持管理業務委託 鹿屋市下高隈町地内 1,175,040円
令和元年７月２日～
　令和元年９月20日

令和元年7月１日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

農地整備課

42 見取山線外除草業務委託 鹿屋市古線城町外 684,400円
令和元年7月8日～
   令和元年9月17日

令和元年7月8日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

道路建設課

43 白水近在線外除草業務委託 鹿屋市白水町外 718,600円
令和元年7月8日～
   令和元年9月17日

令和元年7月8日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

道路建設課

44
鹿屋看護専門学校樹木等剪定
処分業務委託

鹿屋看護専門学
校敷地内

61,000円
令和元年９月９日～
　令和元年９月27日

令和元年9月9日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

学校教育課
(鹿屋看護専門学校)

45
湯遊ランドあいら除草等業務委
託

湯遊ランドあいら 136,983円
令和元年10月16日～
   令和元年11月10日

令和元年10月16日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

商工振興課

46
湯遊ランドあいら除草等業務委
託

湯遊ランドあいら 99,880円
令和元年12月5日～
   令和元年12月27日

令和元年12月5日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

商工振興課

47
鹿屋看護専門学校樹木等剪定
処分業務委託

鹿屋看護専門学
校敷地内

76,000円
令和２年２月４日～
   令和２年２月17日

令和2年2月4日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方自治法施行令第167
条の２第１項第３号の規定に該当するため

学校教育課
(鹿屋看護専門学校)

(地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号及び鹿屋水道事業の契約に関する規程第2条の規定による。)

№ 業務委託等の名称 業務委託場所 契約金額 履行期間 契約締結日 契約の相手方 契約の相手方とした理由等 主管課

1
鹿屋市水道事業水道メーター
検針業務委託

輝北町上百引・
下百引地区

一戸あたり81円
（実績払い）

平成31年４月１日～
   平成32年３月31日

平成31年4月1日
公益社団法人　鹿屋市
シルバー人材センター

本契約の目的が地方公営企業法施行令
第21条の14第１項第3号の規定に該当す
るため

業務課


